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                                                      平成２９年１０月２７日 

                    

津交通圏タクシー準特定地域活性化地域計画 

 

津交通圏タクシー準特定地域協議会 

 

Ⅰ．タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針 

 

１．津交通圏におけるタクシーの位置付け、果たすべき役割 

 タクシーは、鉄道・バス等とともに我が国の地域公共交通機関として重要な

役割を占めている。特に地域社会に密着したドア・ツー・ドアのきめ細かなサ

ービス提供、何時でも何処でも移動できる機動性に優れた、自由度の高い公共

交通機関となっている。地域住民の生活向上や地域社会の活力維持にも資する、

一人一人のニーズに対応できる、柔軟性に富んだ交通機関で、高齢化社会の進

展等、今後の我が国の地域社会の変化に対応する役割が大いに期待されるとと

もに、観光立国を推進する中で、各地の観光交流を支える基盤としての役割も

期待されている。 

 更には、鉄道・バス等の他の地域公共交通機関と連携した地域密着型の生活

支援、移動制約者の移動手段の確保、まちづくり・都市政策等と一体となった

機能の向上、地域公共交通活性化・再生総合事業等と連携しながら、タクシー

機能を安定的に維持・活性化していくことが求められている。 

 津交通圏におけるタクシー事業の特徴は、県庁所在地として、県内外からの

旅客需要への対応が行われていると共に、主要駅やショッピングセンター・病

院等、主要施設での需要や、営業所等への配車依頼による需要に対応している

が、市街地において不特定の需要に対応するための流し営業は殆ど行われてい

ない。 

 

２．津交通圏におけるタクシー事業を巡る現状 

（１）タクシー需要の減少 

 三重県内全体のタクシー輸送人員は、モータリゼーションの進展や社会経済

等の変化から昭和４３年度の２，１３９万人をピークに長期的な減少傾向にあ

り、平成２０年度の輸送人員は、ピーク時に較べ半分以下の８９９万人となっ

ている。平成２８年度の輸送人員は、６７９万人とさらに減少が続いている。 

 津交通圏の輸送人員では、平成１３年度の１６０万人から平成１８年度には

１７７万人と順調に需要は増加したものの、その後の市場の激変から平成２０

年度には１５９万人に減少しており、平成１８年度比では９．９％減、平成１
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３年度比でも０．５％減となっている。平成２８年度の輸送人員は、１１８万

人とさらに減少している。 

 また、利用者が乗車中の走行距離を表す実車キロでは、平成１３年度の４３

２万キロから平成１８年度には４８２万キロに増加したものの、平成２０年度

には４３３万キロに減少しており、平成１８年度比では１０．３％減、平成１

３年度比では０．２％の微増となっている。平成２８年度は、３２９万キロと

減少が続いている。 

（２）規制緩和によるタクシー車両等の増加 

 津交通圏のタクシー車両数では、規制緩和前である平成１３年度の２５９両

から平成１６年度には２８４両に増加したが、平成２０年度には２６９両に減

少しており、平成１３年度比では１０両の増加となっている。平成２８年度は、

２２９両と減少が続いている。 

（３）輸送実績の推移 

 津交通圏の運送収入では、平成１３年度の１，７８７百万円から車両の供給

量は増加したものの、需給バランスは順調で、平成１８年度には１，９６８百

万円と順調に需要は増加したが、市場の激変から平成２０年度には１，８０１

百万円に減少しており、平成１８年度比では８．５％減となっているものの、

平成１３年度比では０．８％の微増となっている。平成２８年度は、１，３９

８百万円さらに減少している。 

 一方で、タクシー車両１台当たりの運送収入である日車営収では、平成１３

年度の２５，７６４円から平成１８年度には２８，３６０円と順調に増加した

が、これも市場の激変により平成２０年度には２５，６７６円に減少しており、

平成１８年度比では９．５％減、平成１３年度比では０．３％の微減となって

いる。平成２８年度は、２５，７０８円となり平成１３年度と比較して１．０

％まで回復している。 

 また、タクシー車両が稼働した割合である実働率では、平成１３年度の７７．

９％から平成２０年度には７０．３％となり大幅な減少となっている。 

 これらの主要因は、平成２０年のリーマンショック以降、百年に一度と言わ

れる金融・経済危機に直面し、地域経済に於いても経済活動の縮小による需要

の減少が大きく影響したものと考えられる。平成２８年度は、６３．９％とさ

らに減少している。 

（４）運転者の労働条件の実情及び高齢化 

 タクシー運転者の賃金体系は歩合制賃金が主体となっており、タクシー１台

当りの運送収入の減少は運転者の賃金低下を招き、平成１９年度に於ける三重

県全産業労働者の平均年収５５１万円に対し、同タクシー運転者の平均年収は

３８７万円と大きな格差が生じている。平成２８年度の三重県のタクシー運転
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者の平均年収は、２９０万円となっており、三重県全産業労働者の平均年収は

５４９万円となっており、大きな格差が依然生じている。 

 また、労働時間による比較では、平成１９年度に於ける三重県全産業労働者

の平均２，２６８時間に対し、同タクシー運転者は３，０２４時間となってお

り、タクシー労働者１時間当りの賃金は 1,２７８円で、全産業労働者の２，４

２８円に対して５２．６％に留まっている。平成２８年度の三重県のタクシー

運転者は、１時間当たり１，２２１円となっており、全国平均の２，４８２円

に比較して４９．２％となっている。 

 三重県下に於けるタクシー運転者の平均年令は、平成１９年度末では５６．

７才であり、平成２８年度は６０．６才となり、他の職業に比べて著しい高齢

化が進んでいる。（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」） 

 

３．地域公共交通機関としての業界の取組 

 津交通圏に於けるタクシー業界では、タクシー事業の適正化、利用者へのサ

ービス改善・利便性の向上や経営の合理化・効率化を目的として、運転者への

各種指導教育及び講習への参加、禁煙タクシーの実施、タクシー無線のデジタ

ルＧＰＳの導入、ドライブレコーダーの装着導入、防犯仕切り板の装着導入、

低排気ガス・低燃費ＬＰＧ車への代替推進、タクシー車両によるコミュニティ

バス運行等、様々な取り組みが行われてきた。 

（１）利用者へサービス改善・利便性の向上等 

 ・禁煙タクシーの実施（平成２０年８月県下一斉） 

 ・運賃制度の導入（障害者・遠距離の各割引制度の導入、定額運賃の設定） 

 ・タクシー無線のデジタルＧＰＳの導入（迅速な配車と効率的運行） 

 ・福祉タクシーの導入、飲酒運転防止代行運転の実施 

 ・タクシー車両によるコミュニティバス運行 

 ・タクシーの日キャンペーンの実施（毎年８月５日休日の場合は前後の日） 

（２）事故防止対策等の充実 

 ・ドライブレコーダーの装着、アルコールチェッカーの備え付け 

 ・防犯仕切り板の装着 

 ・後部座席シートベルト装着の徹底 

（３）経営の合理化・効率化 

 ・タクシー事業者の統廃合 

 ・デジタル式運行記録計の装着 

 ・タクシー無線のデジタルＧＰＳの導入 

（４）地球環境対策の推進 

 ・アイドリングストップ車の導入 
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 ・低燃費ＬＰＧ車への代替 

 ・エコドライブの推進 

 

４．今後の取り組みの方向性 

 津交通圏に於けるタクシー事業については、これまでも輸送サービスの向上

や安全対策の推進、需要の創出などの取り組みが重ねられているが、タクシー

の役割・現況等を踏まえ、直面する様々な課題の解決を図り、地域社会を支え

る公共交通機関として秩序ある輸送サービスを提供していくためには、需給バ

ランスの適正化をはじめ、創意工夫による一層のサービス向上、労働条件の改

善、交通問題改善、効率的な事業運営等の諸施策に積極的に取り組んでいくこ

とが必要である。 

 このため、今後取り組むべき諸施策について、次の項目毎に具体的な目標を

設定する。また、これらの諸施策の取り組みに際しては、タクシー事業者以外

の関係者に於いても、利用者利便の向上及び道路輸送秩序の改善など、まちづ

くりと関連した環境整備に必要な協力を行うことが望まれる。 

 協議会は、活性化地域計画目標の達成状況について検証・評価を行うととも

に、タクシー事業者等関係者に対し目標達成のための事業の推進を促すことと

し、必要に応じて活性化地域計画の見直しを行うものとする。 

     

Ⅱ．活性化地域計画の目標 

 

１．タクシーサービスの活性化 

 タクシーに求められる輸送サービスは、公共交通機関として「安全・安心で

快適な輸送サービス」の提供であり、この責務を遂行するため運転者教育の充

実やアンケート実施による利用者の要望等の把握、バス優先レーン等への乗り

入れ要請などにより、利用者満足度の向上及び各種サービスに努めてタクシー

サービスの活性化を図る。 

 

 

Ⅲ．活性化地域計画の目標を達成するために行う活性化事業の

実施主体に関する事項 

 

 Ⅱ．に掲げた活性化地域計画に定めた取組目標達成のために取り組む、活性

化事業に関する事項を次のとおり定める。なお、実施時期については、短期は

１年以内、中期は２年以内、長期は特定地域の指定期間内を目途として取り組

むこととする。 
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１．タクシーサービスの活性化 

【活性化事業】 

（１）妊婦・子供向けタクシー取組み 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：短期 

（２）ＵＤタクシー研修の受講 

    実施主体：タクシー事業者、タクシー協会 

    実施時期：中期 

（３）観光タクシーへの取組み 

    実施主体：タクシー事業者、タクシー協会 

    実施時期：短期 

（４）運転者への外国語講習の受講 

    実施主体：タクシー事業者、タクシー協会 

    実施時期：長期 

（５）アプリ配車の導入の促進 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：長期 

（６）ＵＤタクシーの導入促進 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：中期 

（７）環境対応車の導入促進 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：長期 

（８）先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入促進 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：長期 

（９）クレジットカード・電子マネー等の導入促進 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：長期 

（10）初乗り距離短縮運賃 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：中期 

（11）相乗り運賃（タクシーシェア） 

    実施主体：タクシー事業者 

    実施時期：法律改正が必要 

（12）ダイナミックプライシング（閑散期や繁忙期等によって運賃額変更） 
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   実施主体：タクシー事業者 

   実施時期：法律改正が必要 

（13）相互レイティング（運転者と利用者の相互の評価制度） 

   実施主体：タクシー事業者 

   実施時期：法律改正が必要 

（14）タクシー全面広告 

   実施主体：タクシー事業者 

   実施時期：中期 

（15）乗り合いタクシー（交通不便地域・高齢者対応・観光型等） 

   実施主体：タクシー事業者 

   実施時期：長期 

（16）免許返納割引の導入促進 

   実施主体：タクシー事業者 

   実施時期：中期 

◎ 活性化事業計画を進めるに当たって留意すべき事項 

  特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及

び活性化に関する特別措置法では、活性化事業計画には、活性化事業と相まっ

て事業再構築（事業の譲渡又は譲受け、法人の合併又は分割、事業の供給輸送

力の減少、事業用自動車の使用の停止）について定めることができることが規

定されている。 

 また、同法に基づく基本方針には「事業再構築は、活性化地域計画に位置付

けられた活性化事業の実施と相まってタクシー事業の適正化及び活性化の推進

に資するものであり、活性化事業の効果を高めるのに有効であると判断される

場合には、タクシー事業者は積極的に事業再構築に取り組むことが望ましい。

地域におけるタクシー事業の需給バランスを改善するためには、需要の減少に

歯止めをかけるだけでなく、供給輸送力を減少させることも必要である。この

ため、適正な競争が確保されること及び利用者の利益が損なわれないことを前

提として、タクシー事業者による自主的かつ協調的な減車や休車を推進するこ

とが期待される。」と示されているところである。 

 以上の趣旨を踏まえて、タクシー事業者は積極的に活性化事業計画と相まっ

た減車等についても検討し、事業を進めることが必要不可欠である。 


